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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶層を介在して対向配置される一対の透明基板を有し、これら透明基板の各対向面に
、上記の液晶層に電圧を印加するための画素電極が形成されている液晶表示装置において
、
　一方の透明基板に形成された画素電極には、該画素電極における表示の単位となる１画
素領域に、光を反射する反射電極膜からなる反射電極部と、光を透過する透明電極膜から
なる透明電極部とが設けられており、
　上記透明電極部に対応する第１カラーフィルタと、上記反射電極部に対応する第２カラ
ーフィルタとを備え、
　上記第１カラーフィルタと第２カラーフィルタとは、互いに色度が異なることを特徴と
する液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、反射型と透過型の両方の機能を兼ね備えた液晶表示装置に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、液晶表示装置はその低消費電力、薄型、軽量である特徴から、パーソナルコンピ
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ュータ、ワードプロセッサ、オフィスオートメーション用の端末表示装置、テレビジョン
などの表示用途に使用されている。特に今後は携帯情報端末用として液晶表示装置が多く
使用されると考えられる。
【０００３】
　現在、携帯情報端末用液晶表示装置としては、反射型（自然光をパネル前面側から入射
して前面側に出射するもの）及び、透過型（バックライトの光をパネル裏面側から入射し
て前面側に出射するもの）が普及している。
【０００４】
　パネル裏面にバックライトがある透過型の液晶表示装置においては、暗所でも光源があ
るため白表示の透過率が高く、コントラストが高くなり、表示が見やすい。しかしながら
、バックライトを使っているため、消費電力が大きくなるという問題がある。しかも、さ
らに明るい場所では反射光がバックライトの明るさよりも明るくなり、見え難くなる。太
陽光の下などでは殆ど見えなくなる。
【０００５】
　一方、外光を利用した反射型の液晶表示装置においては、明所では白表示の反射率が高
く、コントラストが高くなり、表示が見やすくなる。しかも、バックライトを用いないた
め、消費電力が小さい。しかしながら、暗所では光源がないため白表示の反射率が低くな
り、見え難くなり、さらに暗くなると全く見えなくなる。
【０００６】
　近年、携帯情報端末等のように液晶表示装置の携帯化が急速に進み、液晶表示装置の使
用される環境（明るい所、暗い所）が定常ではなくなってきている。そのため、反射型と
透過型とを組み合わせたような、明所及び暗所の両環境に対応した液晶表示装置が必要と
なってきている。
【０００７】
　従来より、反射型と透過型とを組み合わせたタイプの液晶表示装置としては、半透過型
の液晶表示装置が提案されている。これは、透過型の液晶表示装置において液晶表示素子
（パネル）とその背面の照明手段との間に、マジックミラーのような半透過反射板が配置
されてなるものである。この半透過反射板の主要部は、例えば半透過プラスチックシート
のような拡散板や、さらにその上に網目状金属反射膜が配設されたものなどで構成される
（従来技術(1))。
【０００８】
　これにより、明るい照明環境のもとでは、バックライト等の背面の照明手段を点灯せず
に、室内照明などの外光を上記の半透過反射板で反射させることにより、表示が行われる
。つまり、この場合、上記の外光が反射照明として利用された反射型である。一方、暗い
照明環境のもとでは、背面の照明手段を点灯させることにより、表示が行われる。つまり
、この場合、半透過反射板を透過する上記照明手段からの光が利用された透過型である。
【０００９】
　また、上記以外に、例えば特開平７－３３３５９８号公報には、パネルの表示面側とは
反対の裏面側となる方の基板に設けられた画素電極に、半透過膜を兼ねさせる構成が開示
されている（従来技術(2))。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記した従来技術(1)(2)は何れも、半透過反射板や半透過膜を用いてい
るため、透過型として利用したとき（透過モード）には、白表示の透過率の低下によるコ
ントラストの低下、反射型として利用したとき（反射モード）には、白表示の反射率の低
下によるコントラストの低下が起こり、通常の反射型や透過型の液晶表示装置と比較する
と、視認性が劣る。
【００１１】
　また、カラーフィルタを用いてカラー表示対応としたとき、カラーフィルタへの光の通
過回数が、透過モード（１回）と反射モード（２回）でそれぞれ異なるため、モードによ
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って着色に差が生じ、見栄えが異なる。
【００１２】
　本発明は、上記問題点を解決するもので、その目的は、明所でも暗所でも表示が見やす
く、消費電力の小さい液晶表示装置を提供することにあり、さらなる目的は、明所でも暗
所でも表示色に差のない高表示品位の液晶表示装置を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の請求項１に記載の液晶表示装置は、上記の課題を解決するために、液晶層を介
在して対向配置される一対の透明基板を有し、これら透明基板の各対向面に、上記の液晶
層に電圧を印加するための画素電極が形成されている液晶表示装置において、一方の透明
基板に形成された画素電極には、該画素電極における表示の単位となる１画素領域に、光
を反射する反射電極膜からなる反射電極部と、光を透過する透明電極膜からなる透明電極
部とが設けられており、上記透明電極部に対応する第１カラーフィルタと、上記反射電極
部に対応する第２カラーフィルタとを備え、上記第１カラーフィルタと第２カラーフィル
タとは、互いに色度が異なることを特徴としている。
【００１４】
　これによれば、一方の透明基板に形成された画素電極には、該画素電極における表示の
単位となる１画素領域に、透明電極膜からなる透明電極部と反射電極膜からなる反射電極
部との２種類の電極が形成されている。したがって、暗所においては、背面の照明手段を
点灯し、透明電極部を利用して表示を行うことで、白表示の透過率が高くなり、高コント
ラストで見やすい表示が得られる。一方、明所においては、背面の照明手段を点灯せずに
反射電極部を利用して表示を行うことで、白表示の反射率が高くなり、高コントラストで
見やすい表示が得られ、しかも、低消費電力である。
【００１５】
　また、カラーフィルタへの光の通過回数による透過モード時（１回）と反射モード時（
２回）での見栄えの差を補正することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　〔実施の形態１〕
　本発明に係る実施の一形態を、図１ないし図４に基づいて説明すれば、以下の通りであ
る。
【００１７】
　本実施の形態に係る反射型・透過型兼用の液晶表示装置は、図２に示すように、単純マ
トリクス型の液晶表示パネル１と、その背面に備えられたバックライト９とを有している
。
【００１８】
　図２に示すように、液晶表示パネル１は、一対の電極基板４・８の間にＴＮ（ツイスト
ネマティック）液晶等からなる液晶層３が挟持された構成である。
【００１９】
　表示面側となる上記電極基板４は、ガラス基板（透明基板）５の液晶層３側の表面に、
カラーフィルタ（図示せず）が形成されており、その上にＩＴＯ(Indium Tin Oxide)など
の透明電極膜からなる透明なストライプ状の画素電極（電極層）２を有している。また、
背面側となる上記電極基板８は、ガラス基板５の液晶層３側の表面にストライプ状の画素
電極（電極層）６が形成されている。
【００２０】
　上記画素電極２・６は、基板面に垂直な方向から見て相互に直交するように形成されて
おり、両画素電極２・６の交差部に表示の単位となる画素が形成されている。画素は液晶
表示パネル１の全体においてマトリクス状に配設されている。
【００２１】
　図１（ａ）に、上記液晶表示パネル１における電極基板８の平面図、及び同図（ｂ）に
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その断面図（Ａ－Ａ’線矢視断面図）を示す。図１（ａ)(ｂ）に示すように、上記画素電
極６は、１画素領域（図中、破線Ｇにて囲む領域）に、電気的に接続された、ＩＴＯなど
の透明電極膜からなる透明電極部６ａと、アルミニウムなどの反射電極膜からなる反射電
極部６ｂ（図１（ａ）の斜線部分）とを有している。
【００２２】
　また、これら透明電極部６ａ及び反射電極部６ｂはそれぞれ、隣接する画素間で、互い
の反射電極部６ｂと透明電極部６ａとが隣り合うように、言い換えれば、透明電極部６ａ
同士、及び反射電極部６ｂ同士が縦横に連続しないように形成されている。
【００２３】
　このような電極基板８は、例えばガラス基板５上にＩＴＯなどからなる透明電極膜をス
パッタリング法などにより積層し、これをパターニングして画素電極６における透明電極
部６ａを形成し、次いで、Ａｌなどからなる反射電極膜を積層し、これをパターニングし
て反射電極部６ｂとすることで得られる。
【００２４】
　図３に、上記液晶表示パネル１における電極基板４に設けられたカラーフィルタ７を示
す。カラーフィルタ７は、電極基板８と対向配置されたとき、画素電極６における透明電
極部６ａと反射電極部６ｂとにそれぞれ対向する、第１カラーフィルタ７ａと第２カラー
フィルタ７ｂとからなる。第１カラーフィルタ７ａと第２カラーフィルタ７ｂとは、ＲＧ
Ｂに対応した単色フィルタの色度が異なる。
【００２５】
　図４のＸＹＺ表色系色度図（ＣＩＥ１９３１色度図）に、第１カラーフィルタ７ａと第
２カラーフィルタ７ｂの色度をそれぞれ示す。一点鎖線にて示す色度ａが、透明電極部６
ａに対応する第１カラーフィルタ７ａのもので、破線にて示す色度ｂが、反射電極部６ｂ
に対応する第２カラーフィルタ７ｂのものである。
【００２６】
　液晶表示装置に組み込まれたときの色度は、第１カラーフィルタ７ａの場合、透過モー
ドのときに透過光が入射する１回のみであるので、単体の色度と同様に一点鎖線にて示す
色度ａとなるが、第２カラーフィルタ７ｂの場合、反射モードのときに透過光及び反射光
が入射するので、光は２回第２カラーフィルタ７ｂを通過することになる。このため、第
２カラーフィルタ７ｂの色度は色度ａではなく、２回通過した時に同じ１回通過の透過モ
ードと同じ色表示となる、破線にて示す色度ｂに設定されている。
【００２７】
　このような構成を有する本実施の形態の液晶表示装置では、１画素領域に透明電極部６
ａと反射電極部６ｂとが設けられているので、暗所においては透過モードとし、バックラ
イト９を点灯し、画素電極６における透明電極部６ａをバックライト光が透過して表示を
行う。一方、明所においては、消費電極の小さい反射モードとし、画素電極６における反
射電極部６ｂにて外光を反射して表示を行う。
【００２８】
　そして、従来の半透過型の液晶表示装置とは異なり、上記液晶表示装置においては、半
透過膜や半透過反射板を用いていないので、これらを用いた構成（液晶表示パネルは単純
マトリクス型）に比べて、暗所における表示は、白表示の透過率が高くなってコントラス
トが上がり、見やすい表示が得られ、従来の透過型の液晶表示装置と同等の視認性となる
。また、明所における表示も、白表示の反射率が高くなってコントラストが上がり、見や
すい表示が得られ、従来の反射型の液晶表示装置と同等の視認性となる。
【００２９】
　上記の１画素領域における反射電極部６ｂと透明電極部６ａとの面積比は、２：８から
８：２の間に設定することで、透過モード及び反射モードの両モードにおいて視認性の良
いパネルが得られる。
【００３０】
　また、カラーフィルタ７として、画素電極６における透明電極部６ａと反射電極部６ｂ
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とに対応して各々の色度が設定された第１及び第２のカラーフィルタ７ａ・７ｂを備えて
いるので、カラーフィルタ７を透過する回数が反射モードと透過モードとで異なっても、
各モードの表示色が等しくなる。
【００３１】
　さらに、上記構成においては、画素電極６における透明電極部６ａ及び反射電極部６ｂ
がそれぞれ、縦横に連続しないように形成されているので、表示の際に縦縞や横縞が現れ
ず、表示品位の高い表示が実現する。これに対し、画素電極６における透明電極部６ａと
反射電極部６ｂとが一方向に連続していると、その周期による縦縞や横縞が表示に現れて
しまい、表示品位が低下することとなる。
【００３２】
　また、上記のように１画素領域に透明電極部６ａと反射電極部６ｂとを形成した構成で
は、１画素領域に透明電極のみ或いは反射電極のみを備えた通常の透過型或いは反射型の
液晶表示装置に比べて開口率は低下するが、高開口率の単純マトリクス型の液晶表示パネ
ル１を採用したことで、画素面積の縮小を最低限に抑えて明るい高コントラストの表示を
実現できる。
【００３３】
　なお、本実施の形態では、図１（ｂ）に示すように、画素電極６における反射電極部６
ｂを透明電極部６ａと同層に形成した構成としたが、同図（ｃ）に示すように、透明電極
部６ａを形成する透明電極膜５０を反射電極部６ｂの形成領域にまで形成しておき、反射
電極部６ｂをこの上に重ねて形成する構成としてもよい。このような構成とすることで、
反射電極部６ｂを構成する反射電極膜に欠落などが有っても下部の透明電極膜５０にて断
線が防止され、また、画素電極６の抵抗値を下げることができる。
【００３４】
　また、液晶層３にＴＮ液晶を用いたＴＮモードでは、液晶表示パネル１を挟持するよう
に２枚の偏光板を配設する必要があるが、液晶層３に高分子分散液晶（ＰＤＬＣ）やゲス
ト・ホスト等の偏光板を必要としないモードを用いることで、偏光板による光損失をなく
することができ、白表示がペーパーホワイトに近い明るい高表示品位を実現できる。
【００３５】
　〔実施の形態２〕
　本発明に係る実施の他の形態を、図５、図６に基づいて説明すれば、以下の通りである
。尚、説明の便宜上、前記の実施の形態にて示した部材と同一の機能を有する部材には、
同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【００３６】
　本実施の形態に係る反射型・透過型兼用の液晶表示装置は、図５に示すように、液晶表
示パネルとして、画素毎に２端子素子のスイッチング素子を用いたアクティブマトリクス
型の液晶表示パネル１０を備えた構成である。ここでは、２端子素子としてＭＩＭ（Meta
l-Insulater-Metal)素子を用いている。
【００３７】
　液晶表示パネル１０は、対向基板１１とアクティブマトリクス基板１２との間にＴＮ液
晶等からなる液晶層３が挟持された構成である。
【００３８】
　表示面側となる対向基板１１は、ガラス基板５の液晶層３側の表面にカラーフィルタ（
図示せず）が形成され、その上にＩＴＯなどの透明電極膜からなる透明なストライプ状の
対向電極１３を有している。一方、背面側となるアクティブマトリクス基板１２は、ガラ
ス基板５の液晶層３側の表面に、上記の対向電極１３と直交する方向に信号配線１５が形
成されており、該信号配線１５と前述の対向電極１３との交差部に、ＭＩＭ素子１６と画
素電極１４とが形成されている。表示の単位となる画素は、上記画素電極１４と上記対向
電極１３との交差部に形成され、画素は液晶表示パネル１０の全体においてマトリクス状
に配設されている。
【００３９】
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　図６（ａ）に、上記液晶表示パネル１０におけるアクティブマトリクス基板１２の平面
図、及び同図（ｂ）にその断面図（Ｂ－Ｂ’線矢視断面図）を示す。図６（ａ)(ｂ）に示
すように、上記画素電極１４は、１画素領域（図中、破線Ｇにて囲む領域）に、電気的に
接続された、ＩＴＯなどの透明電極膜からなる透明電極部１４ａとＡｌなどの反射電極膜
からなる反射電極部１４ｂ（図６（ａ）の斜線部分）とを有する。ここでも、１画素領域
における反射電極部１４ｂと透明電極部１４ａとの面積比は、２：８から８：２の間に設
定されている。これにより、透過モード及び反射モードの両モードにおいて視認性の良い
パネルが得られる。また、前述と同様に、表示の際の縞模様を避けるために、これら透明
電極部１４ａ及び反射電極部１４ｂもそれぞれ、縦横に連続しないように形成されている
。
【００４０】
　このようなアクティブマトリクス基板１２の一製造方法を説明する。
まず、ガラス基板５上にスパッタリング法などにより、信号配線１５および下部電極１７
となるタンタルの薄膜を厚み３０００Åで積層し、フォトリソグラフィ法により所定の形
状にパターニングして信号配線１５および下部電極１７とする。その後、陽極酸化法によ
り、下部電極１７の表面を陽極酸化して厚み６００Åの５酸化タンタルからなる絶縁膜１
８を形成する。次に、この状態の基板全面にスパッタリング法などにより、上部電極１９
となるチタンを厚み４０００Åに積層し、フォトリソグラフィ法により所定の形状にパタ
ーニングして上部電極１９とする。
【００４１】
　さらにＩＴＯなどからなる透明電極膜をスパッタリング法などにより積層し、これをパ
ターニングして透明電極部１４ａを形成する。次にＡｌなどからなる反射電極膜を積層し
、これをパターニングして反射電極部１４ｂとする。
【００４２】
　また、上記液晶表示パネル１０における対向基板１１に設けられたカラーフィルタも、
反射モードと透過モードとで色調を合わせるために、前述の液晶表示パネル１におけるカ
ラーフィルタ７（図３参照）と同様に、画素電極１４の透明電極部１４ａと反射電極部１
４ｂに対応して色度が設定された第１カラーフィルタ７ａと第２カラーフィルタ７ｂとか
らなる。
【００４３】
　このような構成を有する本実施の形態の液晶表示装置では、１画素領域に透明電極部１
４ａと反射電極部１４ｂとが設けられているので、暗所においては透過モードとし、バッ
クライト９を点灯して、画素電極１４における透明電極部１４ａをバックライト光が透過
して表示を行い、一方、明所においては、反射モードとし、バックライト９を点灯せずに
画素電極１４における反射電極部１４ｂにて外光を反射して表示を行う。
【００４４】
　そして、実施の形態１の液晶表示装置と同様に、半透過膜や半透過反射板を用いていな
いので、これらを用いた構成（液晶表示パネルはＭＩＭ素子を用いたアクティブマトリク
ス型）に比べて、暗所における表示は、白表示の透過率が高くなってコントラストが上が
り、見やすい表示が得られ、従来の透過型の液晶表示装置と同等の視認性となる。また、
明所における表示も、白表示の反射率が高くなってコントラストが上がり、見やすい表示
が得られ、従来の反射型の液晶表示装置と同等の視認性となる。
【００４５】
　また、本実施の形態の液晶表示装置では、２端子素子を用いたアクティブマトリクス型
の液晶表示パネル１０としたため、良好なスイッチング特性により高コントラストである
ことに加え、前述したように開口率が下がっても、画素面積の縮小を最低限に抑えて明る
い高コントラストの表示を実現できる。
【００４６】
　なお、本実施の形態でも、図６（ｂ）に示すように、画素電極１４における反射電極部
１４ｂを透明電極部１４ａと同層に形成した構成としたが、実施の形態１で説明したと同
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じ理由から、同図（ｃ）に示すように、透明電極部１４ａを形成する透明電極膜５０を反
射電極部１４ｂの形成領域にまで形成しておき、反射電極部１４ｂをこの上に重ねて形成
する構成とすることが望ましい。
【００４７】
　また、本実施の形態でも、液晶層３に偏光板の要らない高分子分散液晶やゲスト・ホス
ト等のモードを用いることにより、白表示がペーパーホワイトに近い明るい高表示品位を
実現できる。
【００４８】
　〔実施の形態３〕
　本発明に係る実施の他の形態を、図７、図８に基づいて説明すれば、以下の通りである
。尚、説明の便宜上、前記の実施の形態にて示した部材と同一の機能を有する部材には、
同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【００４９】
　本実施の形態に係る液反射型・透過型兼用の液晶表示装置は、図７に示すように、液晶
表示パネルとして、画素毎に３端子素子のスイッチング素子を用いたアクティブマトリク
ス型の液晶表示パネル２０を備えた構成である。ここでは、３端子素子としてＴＦＴ（Th
in Film Transistor) 素子を用いている。
【００５０】
　液晶表示パネル２０は、対向基板２１とアクティブマトリクス基板２２との間にＴＮ液
晶等からなる液晶層３が挟持された構成である。
【００５１】
　表示面側となる対向基板２１は、ガラス基板５の液晶層３側の表面にカラーフィルタ（
図示せず）が形成され、その上にＩＴＯなどの透明電極膜からなる透明な共通の対向電極
２３を有している。一方、背面側となるアクティブマトリクス基板２２は、ガラス基板５
の液晶層３側の表面に、互いに直交する走査線２６と信号線２７とが形成されており、該
走査線２６と信号線２７との交差部に、ＴＦＴ素子２５と画素電極２４とが形成されてい
る。表示の単位となる画素は、上記画素電極２４と上記対向電極２３との交差部に形成さ
れ、画素は液晶表示パネル２０の全体においてマトリクス状に配設されている。
【００５２】
　図８（ａ）に、上記液晶表示パネル２０におけるアクティブマトリクス基板２２の平面
図、及び同図（ｂ）にその断面図（Ｃ－Ｃ’線矢視断面図）を示す。図８（ａ)(ｂ）に示
すように、上記画素電極２４は、１画素領域（図中、破線Ｇにて囲む領域）に、電気的に
接続された、ＩＴＯなどの透明電極膜からなる透明電極部２４ａとＡｌなどの反射電極膜
からなる反射電極部２４ｂ（図８（ａ）の斜線部分）とを有する。ここでも、１画素領域
における反射電極部２４ｂと透明電極部２４ａとの面積比は、２：８から８：２の間に設
定されている。これにより、透過モード及び反射モードの両モードにおいて視認性の良い
パネルが得られる。また、前述と同様に、表示の際の縞模様を避けるために、これら透明
電極部２４ａ及び反射電極部２４ｂもそれぞれ、縦横に連続しないように形成されている
。
【００５３】
　このようなアクティブマトリクス基板２２の一製造方法を説明する。
まず、ガラス基板５上にスパッタリング法などにより、３０００Åの厚さのタンタル金属
層を形成し、この金属層をフォトリソグラフィ法により所定の形状にパターニングして走
査線２６及びゲート電極２８形成する。次に、プラズマＣＶＤ法によって厚さ４０００Å
の窒化シリコン（ＳｉＮＸ）からなるゲート絶縁膜２９を形成する。次に、半導体層３０
となる厚さ１０００Åのａ－Ｓｉ層を積層し、パターニングして半導体層３０を形成する
。次に厚さ２０００Åのモリブデン金属をスパッタ法によって積層し、パターニングを行
って、ソース電極３１、ドレイン電極３２及び信号線２７を形成し、ＴＦＴ素子２５が完
成する。
【００５４】
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　さらにＩＴＯなどからなる透明電極膜をスパッタリング法などにより積層し、これをパ
ターニングして透明電極部２４ａを形成する。次にＡｌなどからなる反射電極膜を積層し
、これをパターニングして反射電極部２４ｂとする。
【００５５】
　また、上記液晶表示パネル２０における対向基板２１に設けられたカラーフィルタも、
反射モードと透過モードとで色調を合わせるために、前述の液晶表示パネル１におけるカ
ラーフィルタ７（図３参照）と同様に、画素電極２４の透明電極部２４ａと反射電極部２
４ｂに対応して色度が設定された第１カラーフィルタ７ａと第２カラーフィルタ７ｂとか
らなる。
【００５６】
　このような構成を有する本実施の形態の液晶表示装置では、１画素領域に透明電極部２
４ａと反射電極部２４ｂとが設けられているので、暗所においては透過モードとし、バッ
クライト９を点灯して、画素電極２４における透明電極部２４ａをバックライト光が透過
して表示を行い、一方、明所においては、反射モードとし、バックライト９を点灯せずに
画素電極２４における反射電極部２４ｂにて外光を反射して表示を行う。
【００５７】
　そして、実施の形態１の液晶表示装置と同様に、半透過膜や半透過反射板を用いていな
いので、こでらを用いた構成（液晶表示パネルはＴＦＴを用いたアクティブマトリクス型
）に比べて、暗所における表示は、白表示の透過率が高くなってコントラストが上がり、
見やすい表示が得られ、従来の透過型の液晶表示装置と同等の視認性となる。また、明所
における表示も、白表示の反射率が高くなってコントラストが上がり、見やすい表示が得
られ、従来の反射型の液晶表示装置と同等の視認性となる。
【００５８】
　また、本実施の形態の液晶表示装置では、３端子素子を用いたアクティブマトリクス型
の液晶表示パネル２０としたため、良好なスイッチング特性により高コントラストである
ことに加え、高精細な表示を実現できる。
【００５９】
　なお、本実施の形態でも、図８（ｂ）に示すように、画素電極２４における反射電極部
２４ｂを透明電極部２４ａと同層に形成した構成としたが、実施の形態１で説明したと同
じ理由から、同図（ｃ）に示すように、透明電極部２４ａを形成する透明電極膜５０を反
射電極部２４ｂの形成領域にまで形成しておき、反射電極部２４ｂをこの上に重ねて形成
する構成とすることが望ましい。
【００６０】
　また、ここでも、液晶層３に偏光板の要らない高分子分散液晶やゲスト・ホスト等のモ
ードを用いることにより、白表示がペーパーホワイトに近い明るい高表示品位を実現でき
る。
【００６１】
　〔実施の形態４〕
　本発明に係る実施の他の形態を、図２、図９に基づいて説明すれば、以下の通りである
。尚、説明の便宜上、前記の実施の形態にて示した部材と同一の機能を有する部材には、
同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【００６２】
　本実施の形態に係る反射型・透過型兼用の液晶表示装置は、前述の図２に示した実施の
形態１の液晶表示装置と、基本的には同じ構造を有する。異なる点は、前述の液晶表示パ
ネル１では、画素電極６における透明電極部６ａ及び反射電極部６ｂが電気的に接続され
ており、同じ信号が入力されて同一駆動される構成であったのに対し、本実施の形態の液
晶表示パネル１’の電極基板８’では、図９（ａ)(ｂ）に示すように、表示の単位となる
１画素領域（図中、破線Ｇにて囲む領域）内に配置される透明電極部６ａと反射電極部６
ｂとが、電気的に独立して、別々に駆動される点である。
【００６３】
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　つまり、本実施の形態の液晶表示パネル１’では、画素電極６が２本の副画素電極６’
・６’に分けて形成されており、これら副画素電極６’・６’と、電極基板４側の画素電
極２との間に、１画素領域あたり、透明電極部６ａからなる副画素と反射電極部６ｂから
なる副画素とを有する構成である。
【００６４】
　ここでも、１画素領域における反射電極部６ｂと透明電極部６ａとの面積比は、２：８
から８：２の間に設定されている。これにより、透過モード及び反射モードの両モードに
おいて視認性の良いパネルが得られる。また、前述と同様に、表示の際の縞模様を避ける
ために、これら透明電極部６ａ及び反射電極部６ｂもそれぞれ、縦横に連続しないように
形成されている。
【００６５】
　このような構成を有する本実施の形態の液晶表示装置では、実施の形態１の液晶表示装
置と同様に、１画素領域に透明電極部６ａと反射電極部６ｂとが設けられているので、暗
所においても、明所においても、見やすい表示を行えるなど、実施の形態１で記載したと
同じ効果を奏する。
【００６６】
　そして、特に、１画素領域内に透明電極部６ａからなる副画素と反射電極部６ｂからな
る副画素とを設けて別駆動を可能としたことで、透過モードにおいて表示に供さない反射
電極部６ｂにまで電圧が印加されることがなく、反対に反射モードにおいて表示に供さな
い透明電極部６ａにまで電圧が印加されることがないので、さらに消費電力を抑えること
が可能となる。
【００６７】
　また、本実施の形態でも、実施の形態１で説明したと同じ理由から、図９（ｃ）に示す
ように、透明電極部６ａを形成する透明電極膜５０を反射電極部６ｂの形成領域にまで形
成しておき、反射電極部６ｂをこの上に重ねて形成する構成とすることが望ましい。
【００６８】
　〔実施の形態５〕
　本発明に係る実施の他の形態を、図５、図１０に基づいて説明すれば、以下の通りであ
る。尚、説明の便宜上、前記の実施の形態にて示した部材と同一の機能を有する部材には
、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【００６９】
　本実施の形態に係る反射型・透過型兼用の液晶表示装置は、前述の図５に示した実施の
形態２の液晶表示装置と、基本的には同じ構造を有する。異なる点は、前述の液晶表示パ
ネル１０では、画素電極１４における透明電極部１４ａ及び反射電極部１４ｂが電気的に
接続されており、同じ信号が入力されて同一駆動される構成であったのに対し、本実施の
形態の液晶表示パネル１０’のアクティブマトリクス基板１２’では、図１０（ａ)(ｂ）
に示すように、表示の単位となる１画素領域（図中、破線Ｇにて囲む領域）内に配置され
る透明電極部１４ａと反射電極部１４ｂとが、電気的に独立して、２本の信号配線１５’
・１５’にて別々に駆動される点である。
【００７０】
　つまり、本実施の形態の液晶表示パネル１０’では、画素電極１４が２つの副画素電極
１４’・１４’に分けて形成されており、これら副画素電極１４’・１４’と、対向基板
１１側の対向電極１３との間に、１画素領域あたり、透明電極部１４ａからなる副画素と
反射電極部１４ｂからなる副画素とを有する構成である。
【００７１】
　ここでも、１画素領域における反射電極部１４ｂと透明電極部１４ａとの面積比は、２
：８から８：２の間に設定されている。これにより、透過モード及び反射モードの両モー
ドにおいて視認性の良いパネルが得られる。また、前述と同様に、表示の際の縞模様を避
けるために、これら透明電極部１４ａ及び反射電極部１４ｂもそれぞれ、縦横に連続しな
いように形成されている。
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【００７２】
　このような構成を有する本実施の形態の液晶表示装置では、実施の形態２の液晶表示装
置と同様に、１画素領域に透明電極部１４ａと反射電極部１４ｂとが設けられているので
、暗所においても、明所においても、見やすい表示を行えるなど、実施の形態２で記載し
たと同じ効果を奏する。
【００７３】
　そして、特に、１画素領域内に透明電極部１４ａからなる副画素と反射電極部１４ｂか
らなる副画素とを設けて別駆動を可能としたことで、透過モードにおいて表示に供さない
反射電極部１４ｂにまで電圧が印加されることがなく、反対に反射モードにおいて表示に
供さない透明電極部１４ａにまで電圧が印加されることがないので、さらに消費電力を抑
えることが可能となる。
【００７４】
　また、本実施の形態でも、実施の形態１で説明したと同じ理由から、図１０（ｃ）に示
すように、透明電極部１４ａを形成する透明電極膜５０を反射電極部１４ｂの形成領域に
まで形成しておき、反射電極部１４ｂをこの上に重ねて形成する構成とすることが望まし
い。
【００７５】
　〔実施の形態６〕
　本発明に係る実施の他の形態を、図７、図１１に基づいて説明すれば、以下の通りであ
る。尚、説明の便宜上、前記の実施の形態にて示した部材と同一の機能を有する部材には
、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【００７６】
　本実施の形態に係る反射型・透過型兼用の液晶表示装置は、前述の図７に示した実施の
形態３の液晶表示装置と、基本的には同じ構造を有する。異なる点は、前述の液晶表示パ
ネル２０では、画素電極２４における透明電極部２４ａ及び反射電極部２４ｂが電気的に
接続されており、同じ信号が入力されて同一駆動される構成であったのに対し、本実施の
形態の液晶表示パネル２０’のアクティブマトリクス基板２２’では、図１１（ａ)(ｂ）
に示すように、表示の単位となる１画素領域（図中、破線Ｇにて囲む領域）内に配置され
る透明電極部２４ａと反射電極部２４ｂとが、電気的に独立して、２本の信号線２７’・
２７’にて別々の電圧が印加される点である。
【００７７】
　つまり、本実施の形態の液晶表示パネル２０’では、画素電極２４が２つの副画素電極
２４’・２４’に分けて形成されており、これら副画素電極２４’・２４’と、対向基板
２１側の対向電極２３との間に、１画素領域あたり、透明電極部２４ａからなる副画素と
反射電極部２４ｂからなる副画素とを有する構成である。
【００７８】
　ここでも、１画素領域における反射電極部２４ｂと透明電極部２４ａとの面積比は、２
：８から８：２の間に設定されている。これにより、透過モード及び反射モードの両モー
ドにおいて視認性の良いパネルが得られる。また、前述と同様に、表示の際の縞模様を避
けるために、これら透明電極部２４ａ及び反射電極部２４ｂもそれぞれ、縦横に連続しな
いように形成されている。
【００７９】
　このような構成を有する本実施の形態の液晶表示装置では、実施の形態３の液晶表示装
置と同様に、１画素領域に透明電極部２４ａと反射電極部２４ｂとが設けられているので
、暗所においても、明所においても、見やすい表示を行えるなど、実施の形態３で記載し
たと同じ効果を奏する。
【００８０】
　そして、特に、１画素領域内に透明電極部２４ａからなる副画素と反射電極部２４ｂか
らなる副画素とを設けて別駆動を可能としたことで、透過モードにおいて表示に供さない
反射電極部２４ｂにまで電圧が印加されることがなく、反対に反射モードにおいて表示に
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供さない透明電極部２４ａにまで電圧が印加されることがないので、さらに消費電力を抑
えることが可能となる。
【００８１】
　また、本実施の形態でも、実施の形態１で説明したのと同じ理由から、図１１（ｃ）に
示すように、透明電極部２４ａを形成する透明電極膜５０を反射電極部２４ｂの形成領域
にまで形成しておき、反射電極部２４ｂをこの上に重ねて形成する構成とすることが望ま
しい。
【００８２】
　以上のように、第１の液晶表示装置は、液晶層を介在して対向配置される一対の透明基
板を有し、これら透明基板の各対向面に、上記の液晶層に電圧を印加するための電極層が
形成されている液晶表示装置において、一方の透明基板に形成された電極層における表示
の単位となる１画素領域に、光を反射する反射電極部と、光を透過する透明電極部とが設
けられている構成である。
【００８３】
　これによれば、表示の単位となる１画素領域に、透明電極部と反射電極部との２種類の
電極が形成されている。したがって、暗所においては、背面の照明手段を点灯し、透明電
極部を利用して表示を行うことで、白表示の透過率が高くなり、高コントラストで見やす
い表示が得られる。一方、明所においては、背面の照明手段を点灯せずに反射電極部を利
用して表示を行うことで、白表示の反射率が高くなり、高コントラストで見やすい表示が
得られ、しかも、低消費電力である。
【００８４】
　また、第２の液晶表示装置は、液晶層を介在して対向配置される一対の透明基板を有し
、これら透明基板の各対向面に、上記の液晶層に電圧を印加するための電極層が形成され
ている液晶表示装置において、一方の透明基板に形成された電極層における表示の単位と
なる１画素領域に、光を反射する反射電極部と、光を透過する透明電極部とが設けられ、
かつ、これら反射電極部と透明電極部とは、電気的に独立している構成である。
【００８５】
　これによれば、第１の液晶表示装置と同様に、１画素領域に反射電極部と透明電極部と
の２種類の電極が形成されているので、暗所でも明所でも高コントラストの見やすい表示
を実現できる。
【００８６】
　しかも、この場合、１画素を構成する反射電極部と透明電極部とは、電気的に独立して
いる。すなわち、１画素が反射電極部からなる副画素と透明電極部からなる副画素とで構
成されている。したがって、透過型として利用するとき（透過モード）は、透明電極部に
のみ信号を印加し、反射型として利用するとき（反射モード）は、反射電極部にのみ信号
を印加することが可能となり、より消費電力の小さい液晶表示装置が得られる。
【００８７】
　第３の液晶表示装置は、第１又は第２の液晶表示装置の構成において、上記一対の透明
基板の間にカラー表示を行うためのカラーフィルタが備えられ、このカラーフィルタの色
調が透明電極部と反射電極部とで異なる構成である。
【００８８】
　これによれば、透明電極部上と反射電極部上とでカラーフィルタの色調が変えられてい
るので、カラーフィルタへの光の通過回数による透過モード時（１回）と反射モード時（
２回）での見栄えの差を補正することができ、透過モードでも反射モードでも同じ表示色
となる。
【００８９】
　第４の液晶表示装置は、第１又は第２の液晶表示装置の構成において、１画素領域にお
ける反射電極部と透明電極部との面積比が、２：８から８：２の間である構成である。
【００９０】
　これによれば、１画素領域における反射電極部と透明電極部との面積比が上記のように
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設定されているので、透過モード及び反射モードの両モードにおいて視認性が良好となる
。
【００９１】
　第５の液晶表示装置は、第１又は第２の液晶表示装置の構成において、各画素における
反射電極部及び透明電極部は、隣接する画素間において異なる種類の電極部と隣り合う構
成である。
【００９２】
　これによれば、各画素における透明電極部と反射電極部とがそれぞれ、縦横に連続しな
いので、表示の際に縦縞や横縞が現れず、表示品位の高い表示が実現する。
【００９３】
【実施例】
　本発明に係る各実施例を、以下に説明する。
【００９４】
　〔実施例１〕
　図２、図１（ａ)(ｂ）に示した、前述の実施の形態１の液晶表示装置と同じ構成を有す
る液晶表示装置を、液晶層３にＴＮ液晶を用い、透明電極膜にＩＴＯ、反射電極膜にＡｌ
をそれぞれ用いて作製し、消費電力、明所での視認性、暗所での視認性をそれぞれ求めた
。なお、透明電極部６ａと反射電極部６ｂとの面積比は、５：５とした。
【００９５】
　結果を、画素電極６が透明電極或いは反射電極である、従来からある通常の透過型液晶
表示装置、及び反射型液晶表示装置の結果と併せて、図１２（ａ）～（ｃ）に示す。もち
ろん、これら比較のための液晶表示装置における液晶表示パネルは、実施例のものと同じ
開口率を有する単純マトリクス型とした。
【００９６】
　同図（ａ）にから分かるように、実施例の液晶表示装置は、消費電力は反射型液晶表示
装置の場合と同等であり、同図（ｂ)(ｃ）から分かるように、視認性は明るい所では反射
型液晶表示装置の場合と同等、暗い所では透過型液晶表示装置と同等であった。
【００９７】
　つまり、明所でも、暗所でも表示の見やすく、消費電力の小さい液晶表示装置が得られ
た。
【００９８】
　なお、他の実施例も含め、明るい所の照度は５０００ルクス、暗い所の照度は５０ルク
スとし、また、視認性の評価基準は、文字が全く読めない（レベル１）、白黒がわずかに
見分けられる（レベル２）、２ｍｍ四方の文字がぼんやり読める（レベル３）、２ｍｍ四
方の文字が読める（レベル４）、２ｍｍ四方の文字がはっきり読める（レベル５）とした
。
【００９９】
　〔実施例２〕
　図５、図６（ａ)(ｂ）に示した、前述の実施の形態２の液晶表示装置と同じ構成を有す
る液晶表示装置を、液晶層３にＴＮ液晶を用い、前述した一製造方法に則って作製し、消
費電力、明所での視認性、暗所での視認性をそれぞれ求めた。ここでも、透明電極部１４
ａと反射電極部１４ｂとの面積比は、５：５とした。
【０１００】
　結果を、画素電極１４が透明電極或いは反射電極である、通常の透過型液晶表示装置、
及び反射型液晶表示装置の結果と併せて、図１２（ｄ）～（ｆ）に示す。もちろん、これ
ら比較のための液晶表示装置における液晶表示パネルは、実施例のものと同じ開口率を有
する、ＭＩＭ素子を用いたアクティブマトリクス型とした。
【０１０１】
　同図（ｄ）にから分かるように、実施例の液晶表示装置は、消費電力は反射型液晶表示
装置の場合と同等であり、同図（ｅ)(ｆ）から分かるように、視認性は明るい所では反射
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型液晶表示装置の場合と同等、暗い所では透過型液晶表示装置と同等であった。
【０１０２】
　つまり、明所でも、暗所でも表示の見やすく、消費電力の小さい液晶表示装置が得られ
た。
【０１０３】
　〔実施例３〕
　図７、図８（ａ)(ｂ）に示した、前述の実施の形態３の液晶表示装置と同じ構成を有す
る液晶表示装置を、液晶層３にＴＮ液晶を用い、前述した一製造方法に則って作製し、消
費電力、明所での視認性、暗所での視認性をそれぞれ求めた。ここでも、透明電極部２４
ａと反射電極部２４ｂとの面積比は、５：５とした。
【０１０４】
　結果を、画素電極２４が透明電極或いは反射電極である、通常の透過型液晶表示装置、
及び反射型液晶表示装置の結果と併せて、図１２（ｇ）～（ｉ）に示す。もちろん、これ
ら比較のための液晶表示装置における液晶表示パネルは、実施例のものと同じ開口率を有
する、ＴＦＴ素子を用いたアクティブマトリクス型とした。
【０１０５】
　同図（ｇ）にから分かるように、実施例の液晶表示装置は、消費電力は反射型液晶表示
装置の場合と同等であり、同図（ｈ)(ｉ）から分かるように、視認性は明るい所では反射
型液晶表示装置の場合と同等、暗い所では透過型液晶表示装置と同等であった。
【０１０６】
　つまり、明所でも、暗所でも表示の見やすく、消費電力の小さい液晶表示装置が得られ
た。
【０１０７】
　〔実施例４〕
　図２、図９（ａ)(ｂ）に示した、前述の実施の形態４の液晶表示装置と同じ構成を有す
る液晶表示装置を、液晶層３にＴＮ液晶を用い、透明電極膜にＩＴＯ、反射電極膜にＡｌ
をそれぞれ用いて作製し、消費電力、明所での視認性、暗所での視認性をそれぞれ求めた
。ここでも、透明電極部６ａと反射電極部６ｂとの面積比は、５：５とした。また、透明
電極部６ａ及び反射電極部６ｂの面積は、実施例１の液晶表示装置と同じとした。
【０１０８】
　結果を、画素電極６が透明電極或いは反射電極である、通常の透過型液晶表示装置、及
び反射型液晶表示装置の結果と併せて、図１３（ａ）～（ｃ）に示す。もちろん、これら
比較のための液晶表示装置における液晶表示パネルは、実施例のものと同じ開口率を有す
る単純マトリクス型とした。
【０１０９】
　同図（ａ）にから分かるように、実施例の液晶表示装置は、消費電力は反射型液晶表示
装置の場合と同等であり、同図（ｂ)(ｃ）から分かるように、視認性は明るい所では反射
型液晶表示装置の場合と同等、暗い所では透過型液晶表示装置と同等であった。
【０１１０】
　つまり、明所でも、暗所でも表示の見やすく、消費電力の小さい液晶表示装置が得られ
た。
【０１１１】
　しかも、前述の図１２（ａ）と図１３（ａ）と比較して分かるように、実施例１よりも
消費電力を小さくできた。
【０１１２】
　〔実施例５〕
　図５、図１０（ａ)(ｂ）に示した、前述の実施の形態５の液晶表示装置と同じ構成を有
する液晶表示装置を、液晶層３にＴＮ液晶を用い、前述した一製造方法に則って作製し、
消費電力、明所での視認性、暗所での視認性をそれぞれ求めた。ここでも、透明電極部１
４ａと反射電極部１４ｂとの面積比は、５：５とした。また、透明電極部１４ａ及び反射
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電極部１４ｂの面積は、実施例２の液晶表示装置と同じとした。
【０１１３】
　結果を、画素電極１４が透明電極部或いは反射電極部である、従来からの透過型液晶表
示装置、及び反射型液晶表示装置の結果と併せて、図１３（ｄ）～（ｆ）に示す。もちろ
ん、これら比較のための液晶表示装置における液晶表示パネルは、実施例のものと同じ開
口率を有する、ＭＩＭ素子を用いたアクティブマトリクス型とした。
【０１１４】
　同図（ｄ）にから分かるように、実施例の液晶表示装置は、消費電力は反射型液晶表示
装置の場合と同等であり、同図（ｅ)(ｆ）から分かるように、視認性は明るい所では反射
型液晶表示装置の場合と同等、暗い所では透過型液晶表示装置と同等であった。
【０１１５】
　つまり、明所でも、暗所でも表示の見やすく、消費電力の小さい液晶表示装置が得られ
た。
【０１１６】
　しかも、前述の図１２（ｄ）と図１３（ｄ）と比較して分かるように、実施例２よりも
消費電力を小さくできた。
【０１１７】
　〔実施例６〕
　図７、図１１（ａ)(ｂ）に示した、前述の実施の形態６の液晶表示装置と同じ構成を有
する液晶表示装置を、液晶層３にＴＮ液晶を用い、前述した一製造方法に則って作製し、
消費電力、明所での視認性、暗所での視認性をそれぞれ求めた。ここでも、透明電極部２
４ａと反射電極部２４ｂとの面積比は、５：５とした。また、透明電極部２４ａ及び反射
電極部２４ｂの面積は、実施例３の液晶表示装置と同じとした。
【０１１８】
　結果を、画素電極２４が透明電極部或いは反射電極部である、従来からの透過型液晶表
示装置、及び反射型液晶表示装置の結果と併せて、図１３（ｇ）～（ｉ）に示す。もちろ
ん、これら比較のための液晶表示装置における液晶表示パネルは、実施例のものと同じ開
口率を有する、ＴＦＴ素子を用いたアクティブマトリクス型とした。
【０１１９】
　同図（ｇ）にから分かるように、実施例の液晶表示装置は、消費電力は反射型液晶表示
装置の場合と同等であり、同図（ｈ)(ｉ）から分かるように、視認性は明るい所では反射
型液晶表示装置の場合と同等、暗い所では透過型液晶表示装置と同等であった。
【０１２０】
　つまり、明所でも、暗所でも表示の見やすく、消費電力の小さい液晶表示装置が得られ
た。
【０１２１】
　しかも、前述の図１２（ｇ）と図１３（ｇ）と比較して分かるように、実施例３よりも
消費電力を小さくできた。
【０１２２】
　〔実施例７〕
　図５、図１０（ａ)(ｂ）に示した、前述の実施の形態５の液晶表示装置と同じ構成を有
する液晶表示装置を、液晶層３にＴＮ液晶を用い、透明電極膜にＩＴＯ、反射電極膜にＡ
ｌをそれぞれ用い、１画素領域（透明電極部１４ａ＋反射電極部１４ｂ）に対する反射電
極部１４ｂの面積を０％～１００％まで変化させて、明所での視認性を求めると共に、１
画素領域に対する透明電極部１４ａの面積を０％～１００％まで変化させて、暗所での視
認性を求めた。
【０１２３】
　図１４（ａ)(ｂ）に、結果を示す。
明所での視認性は、同図（ａ）から分かるように、１画素領域に対する反射電極部１４ｂ
の面積が２０％以上であれば良好である。一方、暗所での視認性は、同図（ｂ）から分か
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るように、１画素領域に対する透明電極部１４ａの面積が２０％以上であれば良好である
。
【０１２４】
　このことから、透明電極部１４ａ：反射電極部１４ｂを、２：８から８：２の間に設定
することで、明所でも、暗所でも良好な視認性を得られることがわかった。
【０１２５】
　また、透明電極部と反射電極部との面積比率については、これ以外の前述の実施の形態
１，２，３，４，６の各液晶表示装置と同じ構成を有する液晶表示装置においても同じ結
果を得た。
【０１２６】
　〔実施例８〕
　図２、図９（ａ)(ｂ）に示した、前述の実施の形態４の液晶表示装置と同じ構成を有す
る液晶表示装置を、透明電極膜にＩＴＯ、反射電極膜にＡｌをそれぞれ用い、液晶層3 に
は、ＴＮ液晶、高分子分散液晶（ＰＤＬＣ）、ゲスト・ホスト（Ｇ・Ｈ）液晶をそれぞれ
用いて３つの液晶表示装置を作製し、反射率と透過率とを求めた。
【０１２７】
　図１５（ａ)(ｂ）に、結果を示す。
ＰＤＬＣモードやＧ・Ｈモードの液晶を使うことにより偏光板が不要となるため、同図（
ａ)(ｂ）から分かるように、反射率も透過率もＴＮ液晶モードよりも上がり、コントラス
トが高くなった。
【０１２８】
【発明の効果】
　本発明の請求項１に記載の液晶表示装置は、以上のように、液晶層を介在して対向配置
される一対の透明基板を有し、これら透明基板の各対向面に、上記の液晶層に電圧を印加
するための画素電極が形成されている液晶表示装置において、一方の透明基板に形成され
た画素電極には、該画素電極における表示の単位となる１画素領域に、光を反射する反射
電極膜からなる反射電極部と、光を透過する透明電極膜からなる透明電極部とが設けられ
ており、上記透明電極部に対応する第１カラーフィルタと、上記反射電極部に対応する第
２カラーフィルタとを備え、上記第１カラーフィルタと第２カラーフィルタとは、互いに
色度が異なる構成である。
【０１２９】
　これにより、暗所においては、背面の照明手段を点灯し、透明電極部を利用して表示を
行うことで、白表示の透過率が高くなり、高コントラストで見やすい表示が得られる。一
方、明所においては、背面の照明手段を点灯せずに反射電極部を利用して表示を行うこと
で、白表示の反射率が高くなり、高コントラストで見やすい表示が得られ、しかも、低消
費電力である。
【０１３０】
　その結果、明所でも暗所でも表示が見やすく、消費電力の小さい液晶表示装置を提供す
ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態を示すもので、（ａ）は本実施形態の液晶表示装置
に備えられた単純マトリクス型の液晶表示パネルを構成する電極基板の平面図であり、（
ｂ）はＡ－Ａ’線矢視断面図であり、（ｃ）は他の構成のＡ－Ａ’線矢視断面図である。
【図２】　第１及び第４の実施の形態の液晶表示装置の構成を示す斜視図である。
【図３】　第１の実施の形態の液晶表示装置に備えられた液晶表示パネルのカラーフィル
タの構成を示す断面図である。
【図４】　第１ないし第６の実施の形態の液晶表示装置に備えられた液晶表示パネルのカ
ラーフィルタの色度を示すＸＹＺ表色系色度図である。
【図５】　第２及び第５の実施の形態の液晶表示装置の構成を示す斜視図である。
【図６】　本発明の第２の実施の形態を示すもので、（ａ）は本実施形態の液晶表示装置
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に備えられた２端子素子のアクティブマトリクス型の液晶表示パネルを構成するアクティ
ブマトリクス基板の平面図であり、（ｂ）はＢ－Ｂ’線矢視断面図であり、（ｃ）は他の
構成のＢ－Ｂ’線矢視断面図である。
【図７】　第３及び第６の実施の形態の液晶表示装置の構成を示す斜視図である。
【図８】　本発明の第３の実施の形態を示すもので、（ａ）は本実施形態の液晶表示装置
に備えられた３端子素子のアクティブマトリクス型の液晶表示パネルを構成するアクティ
ブマトリクス基板の平面図であり、（ｂ）はＣ－Ｃ’線矢視断面図であり、（ｃ）は他の
構成のＣ－Ｃ’線矢視断面図である。
【図９】　本発明の第４の実施の形態を示すもので、（ａ）は本実施形態の液晶表示装置
に備えられた単純マトリクス型の液晶表示パネルを構成する電極基板の平面図であり、（
ｂ）はＤ－Ｄ’線矢視断面図であり、（ｃ）は他の構成のＤ－Ｄ’線矢視断面図である。
【図１０】　本発明の第５の実施の形態を示すもので、（ａ）は本実施形態の液晶表示装
置に備えられた２端子素子のアクティブマトリクス型の液晶表示パネルを構成するアクテ
ィブマトリクス基板の平面図であり、（ｂ）はＥ－Ｅ’線矢視断面図であり、（ｃ）は他
の構成のＥ－Ｅ’線矢視断面図である。
【図１１】　本発明の第６の実施の形態を示すもので、（ａ）は本実施形態の液晶表示装
置に備えられた３端子素子のアクティブマトリクス型の液晶表示パネルを構成するアクテ
ィブマトリクス基板の平面図であり、（ｂ）はＦ－Ｆ’線矢視断面図であり、（ｃ）は他
の構成のＦ－Ｆ’線矢視断面図である。
【図１２】　（ａ）～（ｃ）は、実施例１を、（ｄ）～（ｆ）は、実施例２を、（ｇ）～
（ｉ）は、実施例３を示すもので、それぞれ、実施例の液晶表示装置と、従来の反射型液
晶表示装置及び透過型液晶表示装置との、消費電力、明所での視認性、暗所での視認性の
相関を示すグラフである。
【図１３】　（ａ）～（ｃ）は、実施例４を、（ｄ）～（ｆ）は、実施例５を、（ｇ）～
（ｉ）は、実施例６を示すもので、それぞれ、実施例の液晶表示装置と、従来の反射型液
晶表示装置及び透過型液晶表示装置との、消費電力、明所での視認性、暗所での視認性の
相関を示すグラフである。
【図１４】　実施例７を示すもので、（ａ）は、実施例の液晶表示装置の１画素領域に対
する反射電極部の面積と、明所での視認性との関係を示すグラフであり、（ｂ）は、実施
例の液晶表示装置の１画素領域に対する透明電極部の面積と、暗所での視認性との関係を
示すグラフである。
【図１５】　実施例８を示すもので、（ａ）は、ＴＮ液晶モード、ＰＤＬＣモード、Ｇ・
Ｈモードの反射率を比較して示すグラフであり、（ｂ）は、ＴＮ液晶モード、ＰＤＬＣモ
ード、Ｇ・Ｈモードの透過率を比較して示すグラフである。
【符号の説明】
　１，１’　　液晶表示パネル
　２　　　　　画素電極（電極層）
　３　　　　　液晶層
　４，４’　　電極基板
　５　　　　　ガラス基板（透明基板）
　６，６’　　画素電極（電極層）
　６ａ　　　　透明電極部
　６ｂ　　　　反射電極部
　７　　　　　カラーフィルタ
　８，８’　　電極基板
　９　　　　　バックライト
１０，１０’　液晶表示パネル
１１　　　　　対向基板
１２，１２’　アクティブマトリクス基板
１３　　　　　対向電極（電極層）
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１４，１４’　画素電極（電極層）
１４ａ　　　　透明電極部
１４ｂ　　　　反射電極部
１６　　　　　ＭＩＭ素子
２０　２０’　液晶表示パネル
２１　　　　　対向基板
２２　２２’　アクティブマトリクス基板
２３　　　　　対向電極（電極層）
２４　２４’　画素電極（電極層）
２４ａ　　　　透明電極部
２４ｂ　　　　反射電極部
２５　　　　　ＴＦＴ素子

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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